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受験番号 

問題番号 Ⅲ－2 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門             部門 

専門とする事項 

○受験番号，答案使用枚数，選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24字×25字 

１ ． 適 正 な 下 請 契 約 を 締 結 す る 上 で の 課 題  

1 ) 複 雑 化 し て い る 下 請 構 造 の 改 善  

複 雑 で 重 層 化 し た 下 請 構 造 に よ り 、 下 位 下 請 企 業 に

お い て は 就 労 環 境 や 賃 金 条 件 が 悪 化 し 、 早 期 離 職 や 入

職 者 の 減 少 を 招 き 品 質 確 保 に 必 要 な 技 術 技 能 を も つ 技

術 者 や 技 能 労 働 者 の 確 保 が 困 難 な 状 況 で あ る 。  

① 施 工 の 細 分 化 ・ 専 門 化 が 進 み 、 複 数 の 下 請 企 業 が 関

与 し な い と 現 場 作 業 が 成 り 立 た な い 状 況 で あ る 。  

② 実 際 に 施 工 管 理 や 現 場 作 業 に 携 わ ら な い 代 理 店 や 取

扱 店 が 介 在 し 、 中 抜 き 再 下 請 を 行 う こ と で 実 際 に 管 理

や 作 業 を 行 う 企 業 は 適 正 な 利 潤 が 確 保 で き な い 。  

③ 現 場 作 業 を 行 う 技 能 者 ・ 労 務 者 が 不 足 し て お り 、 労

務 提 供 だ け を 行 う 企 業 が 関 与 す る 場 合 が あ る 。  

2 ) 下 請 企 業 の 法 令 等 に 関 す る 知 識 理 解 の 向 上  

下 請 企 業 の 各 種 法 令 や ガ イ ド ラ イ ン に 対 す る 理 解 の

不 足 等 が 、 不 利 な 契 約 締 結 を 招 い て い る 。  

① 下 請 企 業 に お い て 、 担 い 手 三 法 （ 公 共 工 事 品 確 法 、

建 設 業 法 、 入 契 法 ） や 労 働 基 準 法 ・ 規 則 に 関 す る 知 識

や 理 解 度 が 少 な い た め 、 気 づ か ず に 法 令 違 反 や 不 適 正

な 契 約 を 締 結 す る 場 合 が あ る 。  

② 法 令 違 反 や 下 請 い じ め の 通 報 先 に つ い て の 情 報 知 識

も 少 な い う え に 、 元 請 か ら の 圧 力 に よ り 申 し 立 て が で

き な い こ と も 多 い 。  

3 ) 官 積 算 の 請 負 実 態 と の 乖 離 防 止  

官 積 算 で の 予 定 価 格 算 出 が 、 請 負 実 態 と 乖 離 し て お
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受験番号 

問題番号 Ⅲ－2 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門             部門 

専門とする事項 

○受験番号，答案使用枚数，選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。 
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り 、 結 果 と し て 下 請 し わ 寄 せ が 発 生 し て い る 。  

① 予 定 価 格 の 算 出 時 に 、 複 雑 化 す る 現 場 施 工 条 件 や 社

会 環 境 条 件 を 十 分 に 考 慮 し て い な い 。  

② 積 算 体 系 や 歩 掛 、 共 通 仮 設 費 等 に 複 雑 な 下 請 構 造 の

反 映 は 困 難 で あ り 、 現 場 の 実 態 と 乖 離 し た 予 定 価 格 や

契 約 価 格 と な る 。  

２ ． 最 も 重 要 と 考 え る 課 題 と 解 決 策  

１ ． 1 ) で 挙 げ た 、 「 複 雑 化 し て い る 下 請 構 造 の 改 善 」

を 最 優 先 課 題 と 考 え 、 解 決 策 を 述 べ る 。  

1 ) 下 請 階 層 数 の 抑 制  

① 一 部 地 方 自 治 体 で 導 入 さ れ て い る 、 下 請 次 数 制 限 を

導 入 し 全 国 展 開 を 行 う 。  

② 建 設 業 関 係 団 体 と 共 同 の 取 り 組 み を 行 い 、 元 請 業 者

自 ら が 重 層 構 造 下 請 の 制 限 と 改 善 に 積 極 的 に 関 与 す る 。  

2 ) 違 法 な 下 請 行 為 禁 止 の 徹 底  

① 建 設 業 法 で 定 め ら れ て い る 一 括 下 請 禁 止 の 遵 守 を 徹

底 す る 。  

② 作 業 員 貸 し 借 り は 労 働 者 派 遣 法 に 違 反 す る 行 為 で あ

る こ と を 啓 発 す る 。  

③ ル ー ル 違 反 者 へ の 厳 罰 化 を 徹 底 し 、 施 工 に 携 わ ら な

い 者 を 下 請 構 造 か ら 排 除 す る 。  

3 ) 下 請 企 業 の 雇 用 環 境 整 備  

① 工 事 発 注 の 平 準 化 を 行 い 、 元 請 企 業 だ け で な く 下 請

企 業 も 通 年 の 雇 用 計 画 が 立 案 で き る 環 境 を 整 え る 。  

② 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム を 活 用 し 、 客 観 的 な 記
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受験番号 

問題番号 Ⅲ－2 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門             部門 

専門とする事項 

○受験番号，答案使用枚数，選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24字×25字 

録 に よ り 被 雇 用 者 が キ ャ リ ア の 確 認 と 雇 用 条 件 を 向 上

で き る 環 境 を 整 え る 。  

③ 施 工 体 制 台 帳 で 社 会 保 険 加 入 状 況 を 確 認 し 、 未 加 入

企 業 へ は 指 導 を 行 う こ と で 雇 用 条 件 を 改 善 す る 。  

３ ． 解 決 策 に 共 通 し て 生 じ る リ ス ク と そ の 対 策  

1 ) リ ス ク ： 下 請 構 造 改 善 に 真 摯 に 取 り 組 む 企 業 ほ ど 受

注 が 不 利 に な る 。  

① 下 請 構 造 の 改 善 に 取 り 組 む 元 請 企 業 や 下 請 企 業 は 、

費 用 負 担 が 増 加 す る た め 受 注 価 格 や 下 請 価 格 の 面 で 取

り 組 ま な い 者 よ り 不 利 に な り 、 受 注 機 会 を 逃 す 恐 れ が

あ る 。  

② 上 記 に よ り 下 請 構 造 改 善 に 関 す る ル ー ル が 形 骸 化 し

下 請 契 約 の 適 正 化 が 困 難 と な り 、 公 共 工 事 の 品 質 確 保

に も 影 響 を 及 ぼ す 。  

2 ) リ ス ク 対 策  

① 下 請 構 造 改 善 に 取 り 組 む 企 業 が 優 遇 さ れ る 調 達 シ ス

テ ム の 導 入  

・ 下 請 構 造 改 善 を 入 札 参 加 要 件 化 す る 。  

・ 総 合 評 価 発 注 方 式 で の 加 点 項 目 化 。  

・ 工 事 成 績 へ の 加 点 を 行 う 。  

② ル ー ル 違 反 者 へ の ペ ナ ル テ ィ 付 与  

・ 指 名 停 止 等 、 受 注 機 会 の 剥 奪 。  

・ 工 事 成 績 で の 減 点 。  

・ 改 善 が 見 ら れ な い 場 合 の 企 業 名 等 の 公 表 。  

以 上  


